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（１）計画の策定経過

時期 内容

令和４年９月～ 月 三鷹市障がい者等の生活と福祉実態調査の実施

令和５年５月 日 令和５年度第１回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和５年５月 日 令和５年度第１回三鷹市健康福祉審議会（検討状況の報告①）

令和５年６月 日 令和５年度第２回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和５年８月 日 令和５年度第３回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和５年 月 日 令和５年度第４回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和５年 月 日 令和５年度第３回三鷹市健康福祉審議会（検討状況の報告②）

令和５年 月 日 令和５年度第５回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和５年 月 日

～令和６年１月 日
パブリックコメントの実施

令和６年１月 日 令和５年度第６回三鷹市障がい者地域自立支援協議会

令和６年２月 日 令和５年度第４回三鷹市健康福祉審議会（諮問・答申）



（２）三鷹市障がい者地域自立支援協議会委員名簿（第７期）

（任期：令和５年５月～令和８年３月）

選出枠 氏名 所 属

１ 公募委員 堀 洋一郎 公募委員

２ 障がい当事者
（５人）

福原 理絵 身体障がい当事者（視覚）

高橋 みゆき 身体障がい当事者（聴覚）

平松 百花 知的障がい当事者

赤岡 かおる 精神障がい当事者

菅原 健 難病当事者

３ 障がい者家族会
関係（３人）

中野 弘子 三鷹市心身障害者（児）親の会

土屋 秀雄 精神障がい者家族会 あおき会

吉田 純子
一般社団法人 発達障がいファミリーサポート
Ｍ

４ 障がい福祉サー
ビス事業者等か
らの推薦
（９人）

新津 健朗
知的障がい者サービス事業者
社会福祉法人 にじの会

大野 通子
精神障がい者サービス事業者
社会福祉法人 巣立ち会

中野 昭精
グループホーム事業者
社会福祉法人 おおぞら会

瀧澤 勤
地域活動支援センター まちかど
特定非営利活動法人 みたか街かど自立センター

岡田 敏弘
障がい者自立支援センター ゆー・あい
社会福祉法人 三鷹授恵会

加藤 亮一
一時保護事業者
特定非営利活動法人 三鷹はなの会

豊田 未知
放課後等デイサービス事業者

三鷹

海老原 惠理子
三鷹市障がい者就労支援センターかけはし
特定非営利活動法人 障がい者ワーククラブみたか

鶴田 明子 相談支援事業者

５ 関係機関・団体
からの推薦
（７人）

工藤 勇太 府中けやきの森学園

石渡 理之 三鷹公共職業安定所

渡辺 雅令 三鷹市医師会

渡邊 幸治 三鷹商工会

上野 たか子 三鷹市民生・児童委員協議会

高橋 久実子 社会福祉法人 三鷹市社会福祉協議会

春日 里江 東京都多摩府中保健所

６ 学識経験者
（２人）

片桐 朝美 杏林大学 保健学部 健康福祉学科

大木 幸子 杏林大学 保健学部 看護学科

計 人



（３）三鷹市障がい者地域自立支援協議会設置要綱

平成 年 月 日

施行

（設置）

第１条 地域における障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）

への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携強化と課

題解決に向けた協議を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成 年法律第 号）第 条の３第１項の規定に基づ

き、三鷹市障がい者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。

（一部改正〔平成 年２月 日施行〕）

（所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）相談機能の充実及び当事者の視点に立った支援体制の構築に関すること。

（２）地域生活を支援する障害福祉サービス等の提供体制の構築に関すること。

（３）就労支援の機能強化及びネットワークの拡充による支援体制の構築に関

すること。

（４）障がい福祉計画等の検討、推進、進捗状況の確認及び評価に関すること。

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

（一部改正〔平成 年２月 日施行〕）

（協議会の組織）

第３条 協議会は、次に掲げる者につき、市長が依頼する委員をもって組織す

る。

（１）公募による市民

（２）障がい者

（３）障がい者等の家族で構成される団体の推薦する者

（４）障がい福祉サービス事業者等の推薦する者

（５）関係機関の推薦する者

（６）学識経験者



２ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

（一部改正〔平成 年２月 日施行・ 年４月１日〕）

（会長及び副会長）

第４条 協議会に会長１人及び副会長３人以内を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれらを定める。

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

（一部改正〔平成 年２月 日施行・ 年４月１日・令和５年５月 日〕）

（会議）

第５条 協議会は、会長が招集する。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、説明

又は意見を聴くことができる。

（一部改正〔平成 年２月 日施行・ 年４月１日〕）

（専門部会）

第６条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に専門部会を置くことが

できる。

２ 専門部会に部会長を置き、委員の中から会長が指名する。

３ 専門部会は、部会長が委員及び委員以外の障がい者等の福祉に関わる者の

うちから指名する者をもって構成し、第２条に規定する所掌事項のうち、部

会長が指定する事項について協議する。

（全部改正〔平成 年４月１日施行〕）

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課その他関係各課に所属す

る職員が処理するものとする。

（一部改正〔平成 年２月 日施行・ 年４月１日〕）

（個人情報の保護）



第８条 協議会の関係者は、協議会で取り扱う個人情報に十分留意するものと

する。

（一部改正〔平成 年２月 日施行〕）

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。

（一部改正〔平成 年２月 日施行〕）

附 則

１ この要綱は、平成 年 月 日から施行する。

２ この要綱の施行の日以後、最初に依頼された協議会の委員の任期は、第３

条第２項の規定にかかわらず、平成 年３月 日までとする。

附 則（平成 年２月 日施行）

この要綱は、平成 年２月 日から施行する。

附 則（平成 年４月１日施行）

この要綱は、平成 年４月１日から施行する。

附 則（令和５年５月 日施行）

この要綱は、令和５年５月 日から施行する。



（４）パブリックコメントで寄せられた意見

パブリックコメント提出状況 人数： 人 件数： 件

【対応の方向性の凡例】

①計画に盛り込みます

②計画に趣旨を反映します

③対応は困難です

④事業実施の中で検討します

⑤既に計画に盛り込まれています

⑥その他

意見を概ね提案どおりに盛り込むもの

意見の趣旨を計画に反映するもの

趣旨の反映を含め計画に盛り込むことが困難なもの

事業実施段階で判断するもの

既に意見が計画に盛り込まれているもの。

既に意見の趣旨が計画に反映されているもの

その他の意見など

※パブリックコメントによる市民意見については、一部抜粋又は意訳して掲載しています。

該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

表
紙
裏

表紙の裏の文章に「本計画の基
本理念としてのビジョン」の様
なタイトルが欲しい。表紙をめ
くって突然この文章が出てくる
のは唐突というか違和感があり
ます。しっかり位置づけて欲し
い。

①
タイトルとして「第三期三鷹市障が
い者（児）計画のビジョン（基本理
念）」を表記して説明を追記します。

第
２
章

第
１
節

電子化に対応出来るとか、音声
コード等が使いこなせるとは限
りません。必ず取り残される人
がいます。使いこなせる様にな
るためのフォローや使いこなせ
なかった時の「窓口対応」をお
願いします。

②

相談内容や相談者の状況に応じて、
相談窓口や来所、訪問等の対応方法
が選択できるように相談窓口の充
実に努めます。
※第４章第４節（２）相談機能の充
実①に追記

第二期計画では、６つの重点課
題を掲げて取り組んだ旨、掲載
されています。⑤「地域での生
活のしやすさ～地域で安心して
暮らしていけるようにします
～」とありますが、内容を見る
と、まったく生活支援サービス
について触れられていません。
日々の生活の充実した支援に
よって、地域での生活のしやす
さが保障されるのではないで
しょうか。

②

当該部分では第二期計画で掲げた
重点課題に対する取組と課題につ
いて記載しています。生活支援の充
実について、知的・身体・精神・発
達障害等障がいの種別を問わず、居
住環境の選択や就労・社会参加など
障がい者の生活支援についても充
実に向けて努めます。
※第４章第５節（２）障がい者の生
活支援の充実に追記



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
２
章

第
１
節

夜間・休日に対応する相談窓口
も必要だと思いますが、それよ
りも窓口の少なさが問題です。
利用者がどの窓口を選択するか
もっと悩むくらい相談窓口が
あってもよいと思っています。

②

相談内容や相談者の状況に応じて、
相談窓口や来所、訪問等の対応方法
が選択できるように相談窓口の充
実に努めます。
※第４章第４節（２）相談機能の充
実①に追記

相談支援専門員が不足していま
すが初任者研修や現任研修を修
了していても、どこの事業所に
も所属していない相談員が一定
数居ると思います。そのような
相談員を三鷹市が把握して既存
の事業所で受けきれない計画を
個人の相談員に依頼するような
流れが作れればよいと思いま
す。

②

相談支援専門員については、障害者
総合支援法に基づき東京都が研修
を実施しています。相談支援事業を
行うためには、事業所として東京都
事業者台帳へ登録し、指定を受ける
必要があります。相談支援専門員の
不足解消については、担い手の確
保・定着に向けた取組について、事
業者とも連携を図りながら検討を
進めます。
※第４章第７節（１）①障がいのあ
る人を地域で支える担い手の確
保・定着に追記

第
４
節

様々な法の整備や広報・啓発に
よって、以前に比べれば障がい
者に対して周囲の健常者は理解
をしてくれるようになり、街を
車椅子で動いていると「何かお
手伝いすることはあります
か？」と声をかけられることが
非常に多くなりました。ただ、
「ここで結構です、ありがとう
ございました」と言っても立ち
去ってくれないのです。私がこ
こまででと言ったらそこで別れ
てくれるのが本当の理解だと思
います。

②

障がいに対する理解の推進を図り、
地域住民の理解と支え合う意識づ
くりに努めます。地域の中で障がい
のある人と共に過ごし、時間を共有
することで支え合う意識づくりに
取り組みます。
※第４章第２節（１）②地域住民の
理解促進と支え合う意識づくり
に追記

障がいのある方が避難所に逃げ
てもどんな対応をされるかがイ
メージできません。理想の避難
所については今後も検討してい
く内容でしょうが、避難所に
行っても迷惑がかかるので車中
泊をするというご家族を減らせ
ればと思います。

②

障がいに対する理解の推進を図り、
地域住民の理解と支え合う意識づ
くりに努めます。また、日ごろの備
えや避難計画等についての啓発、避
難所運営連絡会の開催などを通じ
て、避難所の理解の推進を図りま
す。さらに、障がいの有無にかかわ
らず、避難所生活が安心して送れる
ように、心のバリアフリーを推進し
ます。
※第４章第３節（３）①災害時・緊
急時の対策の強化に追記



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
２
章

第
４
節

「「 問題」などの課題は既
存の障害福祉サービスだけでは
解決が難しい」、その下の行に
「ていねいな「相談」が不可欠
です」というのはその通りです。
このような問題については、理
念だけの計画とならないよう、
そのような問題を抱えている人
の声を直接、調査してほしいで
す。

④

地域での「身近な相談」や専門家に
よる「専門相談」を活用し、一人ひ
とりのライフステージに応じたサ
ポートが切れ目なくつながるよう
な相談支援の提供に努めます。

第
３
章

第
１
節

是非、掲げられたビジョンに向
かい進んでいければ良いと思い
ます。

⑤
三つのビジョンで掲げた理想のま
ちに近づくために、本計画で示した
施策について推進していきます。

第
４
章

第
１
節

「地域課題」は山の様に存在す
るはずで協議会での議論や実態
調査では浮かび上がって来ない
課題もあるはずです。市役所や
福祉サービスと距離がある障が
い者やご家族の課題や問題は何
なのでしょうか。協議会で議論
されている課題だけで十分なの
でしょうか。とても気になりま
す。

④

地域における障がいのある人への
支援体制に関する課題の解決に向
けて、三鷹市障がい者地域自立支援
協議会の運営の充実を図ります。
また、障がい者計画の施策の進捗状
況や、障がい福祉計画・障がい児福
祉計画の成果目標及び活動指標等
の状況について、同協議会におい
て、評価・検証を行い、より効果的・
効率的な施策の推進を図ります。

当事者のいないところで、当事
者のことを決めるな、というの
はとても大事なことです。三鷹
市の障がい者（児）計画を充実
させていくためにも、その協議
会メンバーに、発達障がいの人
を含めていただきたいです。

④

地域における障がいのある人への
支援体制に関する課題の解決に向
けて、様々な方からご意見がいただ
けるように三鷹市障がい者地域自
立支援協議会の運営の充実を図り
ます。

第
２
節

障がいのある人もない人も同じ
環境で教育を受けることは賛成
です。でもお互いを知り過ぎる
事でかえってイジメの切っ掛け
になるのではないかとの心配も
あります。先生や支援者たちが
間違った方向に進まない様、先
導してほしいと思います。

④

年間を通して若手の指導訪問、連
携支援教育コーディネーターに
よる教育支援学級及び教室の指
導、東京都の訪問による通級教室
の指導を行っております。また東
京都立調布特別支援学校や府中
けやきの森学園とも連携を図り、
障がい及び福祉における教育の
専門性の向上を図っており、若手
育成研修の１年次から３年次の
教員研修にて特別支援に関する
指導のあり方についての研修を
充実させていく予定です。



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
４
章

第
２
節

確かに虐待は無い方がいいと思
います。相談業務の現場でも面
談中に利用者さんから「それっ
て虐待だよね」と言われる事が
あります。もちろん殴ったり叩
いたりした事はありません。言
葉の暴力にならない様に意識も
しています。しかし、利用者さ
んにとって「耳が痛い」事を伝
える事はあります。利用者さん
が虐待されていると思えば全て
虐待に当たるのかも知れません
が、相談員の立場としては使え
る引き出しが少なくなりどう対
応したらよいか、わからなくな
ることがあります。

④

障がい者虐待につきましては、虐待
防止の普及・啓発を行うとともに、
通報に対しては適切な調査等を
行っていきます。

第
３
節

「共に生きる」地域づくりで地
域ケアネットの活動に障がい者
がどれくらい参加できているか
疑問ですが、手話教室が発展し
たところもあるのは素晴らしい
です。

④

互いを理解し、認め合う地域づくり
に向けて、地域ケアネットの活動に
障がいのある人も参加できるよう
取り組み、支え合う意識づくりに努
めます。

重層的支援体制にあるケアネッ
ト、ほのぼのネット、老人クラ
ブに障がい者の参加を生む工夫
が望まれます。今は障がい者の
利用者は少ないと思われます。

④

互いを理解し、認め合う地域づくり
に向けて、地域ケアネットの活動に
障がいのある人も参加できるよう
取り組み、支え合う意識づくりに努
めます。

多目的トイレは公共性の高い建
物に設置されていることが多い
ので、年末年始等は利用できる
トイレが極端に少なくなりま
す。「コラル」と「アトレ」のレ
ストラン街には多目的トイレが
ありません。飲食をすればトイ
レは付きものです。三鷹市から
も多目的トイレの設置を働きか
けて頂けないでしょうか。お願
いします。

④

バリアフリーのまちづくりを推進
するための取り組みとして、市民、
事業者、行政で構成される三鷹市バ
リアフリーのまちづくり推進協議
会を開催しています。また、令和６
年度には、「バリアフリーのまちづ
くり基本構想」の改定を予定してい
ます。この中で、多目的トイレ設置
について検討、推進を行っていきま
す。



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
４
章

第
３
節

三鷹駅周辺には車椅子が複数台
同時に入る事のできるお店は殆
どありません。三鷹駅南口に多
目的トイレのある「フードコー
ト」が欲しいです。お店の招致
が難しければ多目的トイレのあ
る「フードスペース」でも良い
です。駅周辺のファーストフー
ド等で買った物をそのスペース
で食べる事が出来るからです。
ただ集団で食事がしたい時に
「となりの駅」まで行かなけれ
ばならないのは大変です。

④

バリアフリーのまちづくりを推進
するための取り組みとして、市民、
事業者、行政で構成される三鷹市バ
リアフリーのまちづくり推進協議
会を開催しています。また、令和６
年度には「バリアフリーのまちづく
り基本構想」の改定を予定していま
す。この中で、心のバリアフリーに
関する教育啓発特定事業の拡充、多
目的トイレ設置について検討、推進
を行っていきます。
また、三鷹駅前で再開発の検討が進
められている「三鷹駅南口中央通り
東地区」においては、導入する施設
については具体的に決まっており
ませんが、だれもが集い、憩える場
所の創出を目指すとともに、人にや
さしいまちづくりとしてバリアフ
リーに配慮します。

第
４
節

施策の（基本目標４）「障がい
のある人の視点に立った情報の
提供と相談支援の充実」のとこ
ろですが、日々の生活支援を行
う介助者への言及がありませ
ん。しっかり訓練を受けたヘル
パーの存在は、障がい者が地域
で生活するためにとても重要で
す。この障がい者（児）計画全
体をみると、どうも障がい者の
ための施設の充実を優先してお
られるようです。しかし、ひと
りで生活することができるよう
な選択肢を保障することが、「だ
れもが地域社会の中で個性を生
かしつつ、社会の構成員として
自律して生活ができるまち」に
は必要ではないでしょうか。

②

障がい者の生活を支えるうえで、ヘ
ルパーの存在は重要と認識してい
ます。障がいの種別を問わず、住環
境の選択や就労・社会参加など障が
い者の地域での生活支援の充実に
向けて努めます。
※第４章第５節（２）障がい者の生
活支援の充実に追記

障がい者といってもその人（子）
なりに色々違います。市の方か
ら寄り添ってその家庭に合う提
案をして欲しいです。市役所迄
相談にも行けない事も有りま
す。

②

相談内容や相談者の状況に応じて、
相談窓口や来所、訪問等の対応方法
が選択できるように相談窓口の充
実に努めます。
※第４章第４節（２）相談機能の充
実①に追記

切れ目なく支援をつなぐ具体的
な組織体制は何か、記録などい
かに蓄積するか具体策が欲し
い。

④

切れ目なく支援をつなぐために
ケースワークの一環としての相談
記録の保存・継承に努めるととも
に、個人情報保護に留意しながら情
報共有や庁内連携を進めます。
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地域の相談支援体制 体制のイ
メージはわかるが活用できる資
源はあるか、緊急のショートス
テイや、入居できるグループ
ホームにあてがあるのか。それ
がなければ聞き置くだけになっ
てしまう。

④

相談支援の過程において、地域の社
会資源等の情報収集に努めるとと
もに、短期入所やグループホームな
ど不足している社会資源の民間参
入を促します。

福祉サービス未利用者への対応
はどんどん進めてほしい。民生
委員や児童委員・町内会など情
報をたくさん持ったスタッフは
沢山いられると思います。

④

地域生活支援拠点事業について民
生委員等への周知を図り、「相談」
につなぐと共に個々のニーズを受
け止めながら福祉サービスや社会
資源につなぐなど対応を進めてい
きます。

第
５
節

発達障害児などへの支援体制で
は、本人が学校や施設など家族以
外の人との関わりが苦手なケー
スもあります。そのために不登
校、もしくは他者による支援を敬
遠しがちなケースもあるものな
ので、健康福祉部だけでなく、教
育課、学校、療育施設、習い事な
どの民間業者なども連携しては
いかがかと思います。また、発達
障害はその多様性が特徴なので、
ペアレント・メンターで対応でき
る領域はかなり限られると思い
ます。そのため、この分野にくわ
しい児童精神科医、臨床心理士、
スクールカウンセラーなどの専
門家へつながるような相談体制
を包括的な支援体制に加えてい
ただきたいです。また、児童精神
科、発達への専門性は幅が広く、
当事者に適した医療機関を市内
だけで見つけるのは困難なケー
スが多いはずです。地域支援体制
は、市外も含めて推進すべきだと
思います。

④

現在も、子ども発達支援センターが
中心となり、臨床心理士などの専門
療法士や小児神経科医などの専門
医との相談を実施したり、医療機関
の紹介など必要な情報は市内にと
どまらず、近隣市も含め情報提供を
行っています。
今後も、多様化するニーズに応えた
支援を行えるよう、一層の専門性の
向上と地域の民間資源の掘り起こ
し等含め支援の充実向けて事業実
施の中で検討していきます。

発達障がいに関して、子ども中
心の取扱いになっています。発
達障がいの人たちが直面してい
る困難は、人によって大きく異
なります。それぞれの特性に向
き合って、対応できるヘルパー
の人たちが必要です。発達障が
いに対応できるヘルパーの訓練
はどうなっているのでしょう
か。まったく、この素案からは
見えてきません。

④

ヘルパー向けの研修の一環として、
毎年度、「発達障がい」等障がいの
特性に応じたテーマを設定し、障が
いの理解と支援の基礎を学ぶ取り
組みを行っています。引き続き、障
がいのある人の困難さに寄り添っ
た支援ができる人財の育成に向け
て研修の充実に努めます。
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「ライフステージ応じた切れ目
のない地域生活の支援」のとこ
ろでは、障がい児の生活支援の
充実に、発達障がい児等の支援
体制の充実が入っています。発
達障がいに関しては、大人も対
象となっている旨が記載されて
いますが、圧倒的に発達障がい
は、子どもの障がいであるとい
う前提があるようにとらえてお
られるようです。しかし、発達
障がいをもつ子どもは、大人に
なります。地域で困難と直面し
ながら生活している発達障がい
者の支援をもっと充実させてく
ださい。相談だけでなく、必要
な日々の生活支援の充実が必須
です。

②

切れ目ない地域生活を送るうえで
生活支援の充実は重要と考えます。
知的・身体・精神・発達障害等、障
がいの種別を問わず、住環境の選択
や就労・社会参加など障がい者の地
域での生活支援についても充実に
努めます。
※第４章第５節（２）障がい者の生
活支援の充実に追記

障がいの重度化、高齢化に対応
するために、…「共生型サービ
ス」への参入について高齢部門
と連携しながら進めていきま
す。と書かれていますが、高齢
者介護は介護保険制度で運営さ
れているのに比べて、障害者総
合支援法が優先されていませ
ん。
障がい者支援法の周知と共に介
護保険事業所に対しても障害者
総合支援法に基づくケアプラン
を原則とすることを求めます。

②

障がいのある人の高齢化に伴い、障
害福祉サービスから介護保険サー
ビス等、高齢福祉分野の福祉サービ
スへの円滑な移行を図るとともに、
必要に応じて障害福祉サービスが
継続して利用できるよう、引き続
き、介護サービス事業者等との分野
横断的なサービスの連携や情報提
供等に取り組みます。
※第４章第５節（２）②高齢障がい
者への支援に追記

高齢利用者（入所施設やグルー
プホーム等）の介護保険施設利
用の推進について
重度障がい者向け居住施設の
ハード面の整備が全国的に進ん
でいない現状により、当会の各
生活施設へのニーズ必要性は今
後も高まるものと思われます。
今後も当会は、高齢利用者の次
なるステージに応じた移行に向
けて必要な各関係機関との連携
を構築しながら、今後も行政に
は一層のパイプ作りに尽力頂き
たい。

⑤

高齢障がい者への支援について、庁
内関係各課の連携を強化するとと
もに、分野横断的なサービスの連携
や情報提供等に取り組みます。
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障がい者の生活支援の充実 こ
れが今後に対し一番求められる
サービスと思います。共同生活施
設やグループホームが十分に提
供できるわけではないが、空き家
が十分ある現状ではその活用を
含めるためにこのサービスを充
実させてほしいです。アパート
や、普通の家に住む障がい者を見
守り、不足のサービスを提供する
スタッフがいれば、いろんな問題
の解決にはなりえましょう。

④

空き家等対策協議会等と連携しな
がら、令和６年度に設置予定の「居
住支援協議会」や既存の「三鷹市高
齢者・障がい者入居支援・居住継続
支援事業」を活用し、障がいのある
人を含む住居確保要配慮者の民間
賃貸住宅への円滑な入居や見守り
等、きめ細かい住宅に関する相談事
業の充実を図ります。

障がい者がこれまで取り組んで
きた運動、施設や家族から解放さ
れて、自律できる生活を保障して
ほしいという切なる要望を真摯
にうけとめてほしい。障がい者が
望むのであれば、日々の生活を支
援して、自律して生活できるよう
な環境を整備していくことに
もっと力を入れてください。

②

障がいの種別を問わず、住環境の選
択や就労・社会参加など障がい者の
生活支援についても充実に努めま
す。
※第４章第５節（２）障がい者の生
活支援の充実に追記

精神障がい者と身体障がい者と
の福祉サービスの格差を無くし
てください。タクシー券補助事
業を拡大してください。

④
精神障がいのある人が地域で安心
して生活できるよう、支援体制の強
化を図ります。

障害者総合支援法によるサービ
スであることを前提に障がい特
性に合わせた合理的配慮の方法
について実施する事業所の介護
職のトレーニングは前提にして
ほしい。
早急に実践的なトレーニングを
充実させてほしい。

②

障がいのある人に対する差別や偏見
の解消に向けて、「障害者差別解消
法」の趣旨や、「合理的配慮の提供」
について、市民、事業者等への周知・
啓発を進めます。また、支援者の障
がいに対する理解の深化や支援の質
の向上に向けた取組を行います。
※第４章第７節（２）サービスの質
の確保に追記

育児休暇など短期的な家族の課
題解決に世の中は動いています
が、障がい者がいる家族に休暇
はありません。「相談機能」ば
かりではなく現実の施設による
支援がありがたいです。

④

より不足している重度の障がい者
向けのレスパイト事業について充
実を目指し、調布基地跡地福祉施設
の整備等を進めます。

家族支援については、支援対象
の年齢や立場を幅広くとらえて
いただきたいです。育てにくさ
を感じているのは、子が 歳未
満だけとは限りません。また、
自立できていないのは、子とは
限らず、親、配偶者、兄弟姉妹
で支援が必要とされるケースも
あります。そのため、「育てに
くさ」だけでなく、広く家族の
負担への支援を対象としていた
だきたいです。

②

障がいのある人の家族等介助者の
負担を軽減するために、レスパイト
事業の充実を目指します。
※第４章第５節（３）家族支援の充
実に追記
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施設入所利用者の生活の質の向
上について（利用サービスの拡
大）
施設入所支援事業の支援サービ
スは、入所の支援スタッフでのみ
一元化されているため、グループ
ホームのようにガイドヘルパー
利用することは原則不可（全額実
費負担・一部自治体では限定支
給）となります。利用者の土日の
休日余暇支援促進を目指すため
に、入所施設におけるガイドヘル
パー等の支援サービスの活用の
検討をお願いしたい。

④

施設入所利用者であっても自宅へ
の一時帰宅時や入所施設の支援を
受けていない期間のガイドヘル
パーの利用については、必要に応じ
て認めています。今後も事業実施の
中で対応を検討します。

就労後の生活支援を含めた支援
の充実と関係機関の連携では、
企業への働きかけを含み最初に
述べたインクルーシブ教育から
発展して行くとスムーズに展開
できるのではないかと思いま
す。

②

障がいのある人が、就労後も安心し
て安定した生活を送るためには、職
場の人々の理解と適切な「合理的配
慮」が必要です。 就労後の職場定
着を推進するため、「障害者就労支
援センターかけはし」を中心に、障
がいのある人、家族、企業への助言
等きめ細かな支援を行います。
※第４章第６節（２）③就労後の生
活支援を含めた支援の充実と関
係機関の連携に追記

スポーツ・文化芸術活動等の推
進では、アール・ブリュットな
どへの支援は進んできました
が、障がい者の音楽活動には何
も援助がないように思います。
この面での推進をお願いしま
す。

④

就労後や休日等の生活や様々な活
動への参加の支援について、スポー
ツ、芸術・文化、生涯学習等の各分
野との連携を強化し参加を推進し
ます。

第
７
節

ヘルパー不足は、ヘルパーの労
働環境が悪いからであって、「必
要に応じて国や東京都に提言す
る」ことで終わるのではなく、
三鷹市としてどう対応するのか
明確な方針を打ち出してほしい
です。
ここに明記されている①指揮監
督等の充実、②事業者の連携体
制の強化、だけでは、非常に限
定的な施策になります。

②

担い手の確保・定着に向けた取組に
ついて、事業者とも連携を図りなが
ら検討を進めます。
担い手の処遇改善に関する課題や
休職中の有資格者の活用等、ヘル
パーや相談支援事業所等支援者の
不足の要因を分析し解消策等を検
討しながら、必要に応じ国や東京都
に提言していきます。
さらに、働きやすい魅力的な職場環
境に向けて、業務の効率化等を推進
するための事業者支援について事
業者等の意見を反映しつつ取り組
みます。
※第４章第７節（１）①障がいのあ
る人を地域で支える担い手の確
保・定着に追記
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グループホーム家賃助成 具体
的に金額や条件を知るための参
照先が知りたい（付録とか、参
考で添付してほしい。）。

⑥

市の制度や助成事業、事業所の情報
等については、三鷹市ホームページ
や「障がい者のためのしおり」に掲
載しています。

グループホーム重度利用者の資
金余剰等の不均衡の改善につい
て
入所施設では、ほぼ障害基礎年
金の範囲でそれほど過不足なく
生活が出来る一方、現行のグ
ループホーム（ケアホーム）の
制度では、特に重度利用者の場
合だと生活資金の余剰金が年間

万円に及ぶとされていま
す。給付・収支・支出のバラン
スが不均衡なこの状況において
は、適正な社会生活を送るため
の制度設計の見直しが必要と考
えます。そのための方策を検討
頂きたい。

②

計画の推進、制度の見直し、適切な
運用等については、国や東京都とも
連携するとともに、地域において必
要な施策等について要望等をして
いきます。
※第４章第１節（２）③関係機関と
の連携に追記

保育園で勤務する看護師の中に
はスキルと希望を持った人材が
います。
小児領域での事業の困難さの大
きな問題点は継続利用ができな
い場合が多いことだと思いま
す。訪問看護や、保育施設で体
調不良などによりキャンセルに
なってしまった場合、配置され
ていた看護師は仕事がない状況
となります。不安定な利用で人
材を確保するのはリスクが高い
と思います。そこで、保育園看
護師・訪問看護師が登録制の新
事業として障害児保育を行うこ
とはできないだろうかという提
案です。
それぞれ、事業所に所属する看
護師が各施設での障がい児保育
をメイン事業所から申し送りを
受け担当するものです。行政の
事業でしか実現できないので検
討をお願いいたします。

③

ご提案の内容は、認可保育園で障が
い児保育を実施する際、看護師の派
遣を希望する園に対して、市に派遣
登録している「認可保育園に配置を
されている看護師等」を市が派遣し
て、障がい児の保育を実施する主旨
と理解しています。
現在、三鷹市では障がい児１人につ
き１人の保育士を配置しており、か
つ、医療的ケア児については、委託
契約により民間の訪問看護事業所
から看護師を派遣してもらい、医療
的なケアを実施しています。
現行の体制によって一定の成果を
挙げていますので、現段階では行政
による派遣事業の実施は考えてお
りません。

人材（採用）確保について、年
に複数回に亘る行政とハロー
ワーク等によるタイアップの地
域密着型の就職説明会の実施を
ぜひ検討頂きたい（現在は年に
１回のみ）。

④

福祉の仕事についての周知啓発に
努めるとともに事業者と連携した
担い手の確保・定着に向けた取組を
検討・実施していきます。



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
４
章

第
７
節

北野ハピネスセンターについ
て、贅沢な土地使用のされ方で
す。三市共同施設の方が資金的
にやり易いのかもしれません
が、活用方法をもっと検討すべ
きです。

④

北野ハピネスセンターについては、
更なる利用者サービスの質の向上
と効率的な運営を図るため、指定管
理者と活用方法について調整し、進
めていきます。

第
５
章

全
体

障がい児福祉計画は今期、三鷹
市障がい者（児）計画と同様に
三期になります。「第３期計画」
と記載がある場合、漢数字か数
字の違いだけで、第三期三鷹市
障がい者（児）計画なのか第３
期障がい児福祉計画を判断しな
ければならず、混乱します。

⑥
第３期障がい児福祉計画に係る表
記を変更しました。

第
１
節

地域生活支援拠点等が有する機
能の充実は、法律内容は別にし
ても、障がい者の生活を維持し
ていく一番の機能と思います。
これの充実を心底から期待しま
す。
なお、後見人としての経験から、
日常生活のこまごまとして事件
を解決する資源が少ないように
思います。井の頭地域では「ちょ
こっとサービス」など言われて
いますが、老人も障がい者も一
人で生活するとなると、ごみ出
し、電球の交換、水道・トイレ
の修理依頼等対応が困難です。
これらのサービスを例えば人材
センターなどで即時対応できる
体制が地域生活を維持する上に
必要と思います。市の支援をお
願いします。

④

障がいの種別を問わず、住環境の選
択や就労・社会参加など障がい者の
生活支援についても充実に努めま
す。
※第４章第５節（２）障がい者の生
活支援の充実に追記

福祉施設から一般就労への移行
等で成果目標は達成していない
が、目標は障がい者の現状に照
らし意義があるか振り返る必要
はないでしょうか（労働を強調
する必要があるか。）。

②

目標設定にあたっては国の目標等
を参考に設定しておりますが、実際
の支援にあたっては、障がいのある
人本人の状況や保護者の意向を十
分に勘案しつつ、障がいのある人の
多様な働き方の支援強化等を図り
ます。
※第５章第２節（４）②目標設定に
あたっての本市の考え方に追記

第
２
節

成果目標の事業所を知りたい
（付録とか、参考で添付してほ
しい。）。

⑥

市の制度や助成事業、事業所の情報
等については、三鷹市ホームページ
や「障がい者のためのしおり」に掲
載しています。



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
５
章

第
３
節

重度障害者等包括支援 三鷹市
は該当者がいないのか、知らさ
れていないのか。

⑥

令和６年１月現在、市内において重
度障害者包括支援を提供する事業
所はなく、利用実績もありません。
今後は、制度の周知を進めながら利
用ニーズの把握に努めます。

就労支援（Ａ型）（Ｂ型）につい
て
障がい者雇用の実態の把握と共
に合理的配慮の内容が適切かど
うかも厳しくチェックして欲し
い。
障がい者を生産性がない存在と
してとらえることなく、若い介
護職の働き場の確保や障害に基
づく福祉具産業などの発展に
とって価値あるものという認識
を広めて三鷹市の障がい者自身
が発信できる機会を増やして欲
しい。

②

障がいのある人が、就労後も安心し
て安定した生活を送るためには、職
場の人々の理解と適切な「合理的配
慮」が必要です。就労後の職場定着
を推進するため、「障害者就労支援
センターかけはし」を中心に、障が
いのある人、家族、企業への助言等
きめ細かな支援を行います。
※第４章第６節及び同（２）③就労
後の生活支援を含めた支援の充
実と関係機関の連携に追記

短期入所者の変動は、家族同居
中心の生活だからか、コロナの
影響による施設側の条件から起
こっているのか知りたい。短期
入所者（福祉型）の減少の原因
は？

⑥

新型コロナウイルス感染症蔓延時
のサービス利用控えや、事業所の一
時的な閉鎖等、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大の影響が考えら
れます。

自立生活援助では実際どのよう
な生活を送っているかリアルを
知りたい。

⑥

自立生活援助では、支援者が障害者
支援施設やグループホーム、精神病
院等から一人暮らしに移行した方
や家族が障がい者等で支援が見込
めない方などに、定期的な自宅訪問
により利用者の状況把握を行い、必
要な情報提供や助言、医療機関との
連絡調整などを行いながら、生活し
ています。

共同生活援助の見通しの根拠は
何か。もっと増やす考えはない
か。建物が増えてもスタッフが
いない現状をどう対応するかも
問題と思う。

②

実績や見込みについ暫定値を記載
していましたが最新の数値に変更
しました。
また、見込みについては、過去５年
間のサービス料実績値の変化率の
平均を用いて算出しています。
担い手の確保・定着に向けた取組に
ついては、事業者とも連携を図りな
がら検討を進めます。
※第４章第７節（１）①障がいのあ
る人を地域で支える担い手の確
保・定着に追記



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
５
章

第
４
節

自発的活動支援事業、具体的に
は何かはっきりしない。

⑥

自発的活動支援事業は、障がい者等
やその家族、地域住民等が自発的に
行う活動に対する支援事業をいい
ます。三鷹市では、障がい者等やそ
の家族が互いの悩みを共有するこ
とや、情報交換のできる交流会活動
を支援するピアサポート活動事業
を実施しています。
※第５章第４節（２）②自発的活動
支援事業に説明文を追記

基幹相談支援センターの設置と
あるが、利用件数など示せない
のか。

⑥

設置することが目標なので特に件
数は示しておりませんが、利用件数
等は市のホームページ等で公表し
ています。

第７期の年度が全部６のまま。 ⑥ 修正いたしました。

第７期見込みの年度表記が全て
令和６年度になっております。
修正をお願いします。

⑥ 修正いたしました。

事業の実績で、スポーツ、文化、
芸術とあるが音楽への寄与がな
いのではないか。

④

就労後や休日等の生活や様々な活
動への参加の支援について、スポー
ツ、芸術・文化、生涯学習等の各分
野との連携を強化し参加を推進し
ます。

第
５
節

医療型児童発達支援の利用時間
数が令和８年に急増している理
由は何か。

⑥

数値に誤りがありました。また、令
和６年４月１日から医療型児童発
達支援が発達支援に一元化される
こととなるため、医療型児童発達支
援についての令和６年度からの見
込量については表から削除いたし
ました。

①サービスの利用実績 ③サー
ビスの利用見込みと確保方策
他の項目と違い「①サービスの
概要」がございません。その為
①サービスの利用実績になって
おり、②がなくなっています。
他の項目に揃えて「①サービス
の概要」の追加が望ましいと思
います。

①
①サービス概要を追加しました。
※第５章第５節（３）発達障がい者
等に対する支援に追記



該当部分 市 民 意 見 ※ 対 応 の 方 向 性

第
５
章

第
５
節

計画の中の数値目標や見込み量
を見たとき、数字が減っている
箇所があります。確かに今まで
福祉サービス等を利用していた
人が利用しなくなれば数字は減
るのかもしれませんが、サービ
スを利用しなくなる人よりも利
用を開始する人の方が多いと思
うので数値が減るというイメー
ジが湧きません。数値が減って
いるところについてはもう少し
補足説明が欲しいです。

⑥

実績や見込みについて、暫定値を記
載していましたが最新の数値に変
更しました。
また、見込みについては、過去５年
間のサービス量実績値の変化率の
平均を用いて算出しています。過去
５年間のうちコロナ禍により利用
がなかったり、減少している場合、
見込み量についても減少していま
す。ただし、実情と算出した数値と
の間で乖離がある場合には、実態に
見合った数値に修正をしています。

第
６
章

自立支援協議会設置要綱で、第
２条に所掌事項が挙げられてい
るがこれらの事項について市に
対し、または市議会に対し提案
をするのかしないのか規定では
明確ではない。審議された内容
を市または議会の機関が検討す
るとかを明確にする措置がどこ
かでとられるのか知りたい。

⑥

三鷹市市民会議、審議会等における
委員提案に関する運営要綱（令和３
年６月１日施行）において、市は、
市民会議等から提案された意見に
ついて、計画等に反映するよう努め
なければならないとされており、三
鷹市障がい者地域自立支援協議会
における意見についても、市の計画
や施策に反映するよう努めていま
す。

インクルーシブ教育の用語解説
があるが、市のサイトを検索し
てもほとんどない。教育委員会
の議事録に数件あるだけであ
る。他の用語についても市のど
の機関が担当しているかなどの
索引があるとよい。障がい者の
しおりなどに該当ページを記載
するか、リンクのＵＲＬをつけ
るとかするなど考えてほしい。

② 用語解説を充実しました。



（５）諮問・答申

諮問文



答申文



（６）用語解説

あ

○アクセシビリティ

利用者が情報や機器、サービスを円

滑に利用できること

○アール・ブリュットみたか

障がいのある人の社会参加促進と、

障がいの有無にかかわらず、だれもが

暮らしやすい共生社会の推進、障がい

への理解を深めることを目的とした

アートイベント

○インクルーシブ教育

障がいのある人が排除されず、個人

に必要な「合理的配慮」が提供される

等しながら、障がいのある人と障がい

のない人が共に学ぶという考え方

○医療的ケア児

（新生児集中治療室）等に長期

入院した後、引き続き人工呼吸器や胃

ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄

養等の医療的ケアが日常的に必要な

障がい児のこと

○ 法人

特定非営利活動法人（

）のこと。福祉、環境、

文化、平和などの分野において、営利

を目的とせずに活動を行う民間の組

織（団体）

か

○介護サービス

介護保険制度に基づくサービスを

指し、利用には要介護認定が必要とな

る。

○基幹相談支援センター

地域の相談支援の拠点として障が

いのある人の相談に総合的に対応す

る機関

○教育支援学級

国や都では「特別支援教育」という

名称だが、三鷹市では一人ひとりの

ニーズに応じた支援は「特別」なこと

ではなく、自然で当たり前のこととし

て捉え、「教育支援」と呼ぶこととし

ている。また、「特別支援学級」につ

いては「教育支援学級（固定制）」、

「通級指導学級」については「教育支

援学級（通級制）」という名称を用い

ている。なお、都では教員が拠点校か

ら児童の在籍校へ巡回して指導する

システムを「特別支援教室」と呼ぶが、

三鷹市では「校内通級教室」と呼ぶ。

○共生型サービス

高齢者と障がいのある人が、同一の

事業所でサービスを受けやすくする

ために、設置されるサービスのこと。

介護保険又は障がい福祉のいずれか

の指定を受けた事業所が、もう一方の

制度における指定を受けやすくなる。



○共同受注

一つの事業所で対応できない大規

模発注が入った際、複数の事業所が共

同で受注し、対応する仕組み

○ケアプラス保育

障がい児や医療的ケア児（①経管栄

養（経鼻・胃ろう）、②導尿、③イン

スリン注射）等、特別な配慮を必要と

する方の保育の名称。子どもの発達状

況や個性を踏まえながら、クラス集団

の中で子どもの成長を支援できるよ

うに、保育士を１対１で配置し、クラ

ス担任との連携のもと、保育を行う。

○ケアマネジメント

支援を必要とする人の生活や心身

の状況を踏まえて希望に沿った生活

を送ることができるよう、適切なサー

ビスを組み合わせるもの

さ

○障がい者相談員

障がいのある人や障がい児の子育

て経験者の中から選ばれた相談員。地

域の中で障がいのある人等に寄り

添って話を伺ったり、身近な相談に応

じたりしている。

○相談支援専門員

障害福祉サービス等を申請した障

がいのある人が適切なサービスを受

けられるよう、きめ細かい相談支援を

行い、一人ひとりに合った計画作成・

モニタリングを行う相談員

た

○第三者評価事業

事業者の提供するサービスの質を

当事者（事業者及び利用者）以外の公

正・中立な第三者機関が、専門的かつ

客観的な立場から評価する事業

○地域共生社会

制度・分野ごとの「縦割り」や「支

え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が参画

し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えてつながることで、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域を共に

創っていく社会

○地域ケアネットワーク

三鷹市が平成 年度から整備する、

高齢者や障がいのある人、子育て家庭

をはじめ、だれもが住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう、住民参加の支

え合いの仕組み

○地域生活支援拠点

障がいのある人の「親亡き後」や高

齢化・障がいが重度化してもなお、障

がいのある人が地域で自分らしく安

心して暮らし続けるために必要な支

援を地域の支援機関等が連携して提

供する体制のこと



○地域福祉コーディネーター

属性や世代を問わず、制度の狭間に

あって支援が受けられない方等の福

祉課題の相談に応じて必要な公的

サービス等へつなげるとともに、共助

の基盤づくりも含めた包括的な支援

体制の構築を担う。

な

○ノーマライゼーション

障がいのある人もない人も同様に

生活できるような支援が必要である

とする考え方

は

○ 問題

ひきこもりの長期化、高齢化から引

き起こされる社会問題のこと。主に

代前後のひきこもりの子どもを 代

前後の親が養っている状態を指し、経

済難を起因とする生活の困窮や当事

者の社会的孤立、病気、介護等といっ

た問題によって親子共倒れになるリ

スクが指摘されている。

○パブリックコメント

行政機関が重要な政策を決める際、

あらかじめその案を公表し、広く市民

から意見、情報、改善案等を募集する

制度のこと

○バリアフリーのまちづくり基本構想

平成 年 月に策定された「三鷹

市バリアフリーのまちづくり基本構

想」の基本理念、取組の方向性を継承

しつつ、時点修正、達成状況の検証に

よる見直しを図り、平成 年３月に

策定したもの。年齢や性別、障がい、

国籍などに関わりなく、いきいきと安

心して暮らせるまちをつくるために、

ハード面での整備、人々の意識などソ

フト面を含めたあらゆる分野でのバ

リアフリー化を進めるための構想

○避難行動要支援者名簿

「災害対策基本法」に基づいて作成

している、避難行動要支援者（災害が

発生し、又は発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な方）の

名簿のこと。名簿に登載された方の情

報は、本人の同意が得られた場合、平

常時から個人情報の管理等に関する

協定を締結した関係機関（三鷹警察署、

三鷹消防署、三鷹市消防団、三鷹市民

生・児童委員協議会、自主防災組織、

三鷹市社会福祉協議会、町会、自治会

及びマンション管理組合、三鷹市地域

包括支援センター）に提供し、災害時

の円滑で迅速な避難支援等を行うた

めに役立ててもらう。



○福祉避難所

高齢者や障がいのある人、その他の

特別な配慮を必要とする要配慮者を

受け入れるための設備、器材及び人財

を備えた避難所のこと

○ペアレント・メンター

自らも発達障がいのある子どもの子

育てを経験し、かつ相談支援に関する一

定のトレーニングを受けた親を指す。

ま

○三鷹市ウェブアクセシビリティ方針

高齢者や障がいのある人、ホーム

ページの利用に不慣れな方など、だれ

もが掲載されている情報やサービスを

支障なく利用できるように定めた方針

○三鷹市障がい者施設等自主製品開発・

販売ネットワーク事業（ぴゅあネット事業）

障害福祉サービス事業所、団体、機

関等の代表者で構成する三鷹市障が

い者施設等自主製品開発・販売ネット

ワーク事業運営委員会を中心に、障害

福祉サービス事業所等を利用してい

る市内在住の障がいのある人の工賃

の上昇や、勤労意欲の向上を図ること

を目的とする事業

○三鷹市消費者活動センター

市内の消費者団体が自主的に活動す

る拠点として昭和 年にオープンした

施設。消費者の集会、研修会をはじめ、

消費生活相談、苦情処理、消費生活に係

る資料の収集、展示等を行っている。

○三鷹市地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けられるように、包括的か

つ継続的な支援を行う、三鷹市が設置

する介護保険制度上の機関。社会福祉

士、主任ケアマネジャー、保健師等が

その専門知識や技術を互いに生かし

ながらチームで活動し、地域住民と連

携して地域のネットワークを構築す

る役割を担う。

○みたかハンディキャブ

外出がスムーズになり、快適に過ご

すことが出来るよう、あおぞら号の愛

称を持つリフト付ワゴン車などによ

る移動サービス（福祉有償運送）を

行っている特定非営利活動法人（

法人）

ら

○ライフステージ

年齢に伴って変化する生活段階の

こと

○レスパイト

休息、息抜き、小休止等を意味し、

在宅で介護を受けている障がいのあ

る人が福祉サービス等を利用してい

る間、介護をしている家族等が一時的

に休息を取れるようにするサービス

のこと
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